
鳥取県立保育専門学院学則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年８月23日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第54号

鳥取県立保育専門学院学則の一部を改正する規則

鳥取県立保育専門学院学則（昭和53年鳥取県規則第16号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「追加項」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削り、同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加項を除

く。）を加える。

改 正 後 改 正 前

（修業教科目及び単位数） （修業教科目及び単位数）

第６条 略 第６条 略

２ 選択必修科目のうち、各年度に開講する科目は、

院長が定める。

別表第２（第９条関係） 別表第２（第９条関係）

略 略

備考 備考

１ 選択必修科目のうち、保育実習Ⅱ又は保育実

習Ⅲについては、いずれか１科目２単位を選択

するものとする。

２ 選択必修科目のうち、各年度に開講する科目

は、別に定める。

１ 教養科目のうち、スポーツ学及びスポーツ実

技は、必ず修得するものとする。

２ 選択必修科目のうち、次のいずれかの科目

は、必ず修得するものとする。

(１) 保育実習Ⅱ及び保育実習指導Ⅱ

(２) 保育実習Ⅲ及び保育実習指導Ⅲ

３ 略 ３ 略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


